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中核市市長

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

「指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について」

の一部改正について

標記については､平成14年12月26日障発第1226002号本職通知「指定居宅支援事業者等の

人員、設備及び運営に関する基準について」により実施されているところであるが､

今般、同通知の一部を下記のとおり改正することとしたので、ご了知の上、管内市町村、

関係団体､関係機関等に周知徹底を図るとともに、その運用に遺憾のないようにされたい｡

なお、本通知は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の４第１項の規定に基づ

く技術的な助言であることを申し添える。

記

１ の(１)の①を次のように改める。第３章第１節

① 指定居宅介護事業所における従業者の員数については、常勤換算方法で２．５人以上と定め

られたが、これについては、職員の支援体制等を考慮した最小限の員数として定められたもの

であり、各地域におけるサービス利用の状況や利用者数及び指定居宅介護の事業の業務量を考

慮し、適切な員数の職員を確保するものとする。

なお、指定居宅介護の提供にあたる従業者（ホームヘルパー）の要件については、別途お示

しするところによるが、行動援護を提供する者に必要とされる実務経験については、「指定施

設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等について

」（昭和６３年２月１２日社庶第２９号厚生省社会局長、児童家庭局長連名通知）の別添２「

介護福祉試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等」（以下「業務の範囲通知」とい

う。）のうち知的障害者若しくは知的障害児に関するもの、知的障害者若しくは知的障害児の

居宅介護又はこれと同等であると都道府県知事等が認める業務とし、あわせて、従事した期間

は、業務の範囲通知に基づいて２年換算して認定するものとする。
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２ の(２)の③及び④を次のように改める。第３章第１節

③ サービス提供責任者は、身体介護又は家事援助を行う指定居宅介護事業者については、

イ 介護福祉士

ロ 居宅介護従業者養成研修（（１）①で別途お示しするところによる居宅介護の提供にあた

る従業者に係る養成研修をいう。以下同じ。）の１級課程（「障害者（児）ホームヘルパー

養成研修事業の実施について」（平成13年６月20日障発第263号厚生労働省社会・援護局障

害保健福祉部長通知。以下「旧通知」という。）の１級課程を含む。以下同じ）を修了した

者

ハ ロの居宅介護従業者養成研修の２級課程（旧通知の２級課程を含む。以下同じ）を修了し

た者であって３年以上介護等の業務に従事した者

のうちいずれかに該当する従業者から選任すること。

介護保険法上の指定訪問介護事業所に置くべきサービス提供責任者の選任要件に該当するも

のについても、上記イからハと同様に取り扱って差し支えないものとする。

移動の介護又は日常生活支援を専ら行う指定居宅介護事業者については、上記イからハに該

当する従業者を確保できない場合には、従業者のうち相当の知識と経験を有する者をサービス

提供責任者として選任すること。

行動援護のサービス提供責任者は、次のいずれの要件も満たすこととする。

・ イからハのうちいずれかの要件に該当するもの。

・ 介護福祉士又は居宅介護従業者養成研修の１級課程、２級課程若しくは知的障害者移

動介護従業者養成研修課程を修了した者であって、知的障害者又は知的障害児の福祉に関

する事業（直接処遇に限る。）に５年以上従事した経験を有するもの。

④ ③のハに掲げる「２級課程を修了した者であって３年以上介護等の業務に従事した者」とは

、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第４０条第２項第一号に規定す

る３年以上介護等の業務に従事した者」と同様とし、その具体的な取り扱いについては、業

務の範囲通知を参考とされたい。

なお、３年間の実務経験の要件が達成された時点と２級課程の研修修了時点との前後関係は

問わないものであること。

また、介護等の業務に従事した期間には、ボランティアとして介護等を経験した期間は原則

として含まれないものであるが、特定非営利活動促進法（平成10年法律第１号）に基づき設立

された特定非営利活動法人が身体障害者福祉法第１７条の１７第１項（知的障害者福祉法第１

５条の１７第１項、児童福祉法第２１条の１７第１項）の規定に基づき居宅介護に係る指定を

受けている又は受けることが確実に見込まれる場合であって、当該法人が指定を受けて行うこ

とを予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについ

ては、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に所属して当該事業を担当し

た経験を有する者の経験を、当該者の３年の実務経験に算入して差し支えないものとする。

なお、この場合において、介護福祉士国家試験の受験資格として実務経験の算入を認められ

たものと解してはならないこと。
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③の行動援護のサービス提供責任者に必要な実務経験については、業務の範囲通知のうち

知的障害者若しくは知的障害児に関するもの、知的障害者若しくは知的障害児の居宅介護又

はこれと同等であると都道府県知事等が認める業務とし、あわせて、従事した期間は、業務

の範囲通知に基づいて５年換算して認定するものとする。

３ の(１８)の①を次のように改める。第３章第３節

① 指定居宅介護の内容(第４号)

「指定居宅介護の内容」とは、身体介護、通院等のための乗車又は降車の介助、家

事援助、移動介護、日常生活支援、行動援護等のサービスの内容を指すものであること

。


